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技能者にカードを交付

＜建設キャリアアップシステムの概要＞

技能者が現場入場の際に
カードタッチで履歴を蓄積
ピッ！

工事情報を登録し、
カードリーダーを設置【技能者情報】

・本人情報
・保有資格
・社会保険加入 等

社会保険加入の確認、施工体制台帳の作成 など

建設キャリアアップシステムの目的

目的

「建設キャリアアップシステム」は、技能者の資格や現場就業履歴等を業界横断的に
登録・蓄積し、 技能・経験に応じた適切な処遇につなげようとするもの

技能者の技能・経験に応じた処遇改善を進めることで、①若い世代がキャリアパスの
見通しをもて 、②技能者を雇用し育成する企業に人が集まる建設業を目指す

また、社会保険加入の確認や施工体制の確認などの現場管理を効率化し、生産性
向上を目指す

技能者の処遇

人材確保

生産性向上

経験や資格に応じたレベル判定

経験・技能に応じた処遇

現場管理での活用

レベルに応じた賃金支払い

就業履歴の蓄積 能力評価の実施技能者・事業者の事前登録

レベル1 レベル2 レベル3 レベル4

見習い

中堅
技能者

職長

登録基幹
技能者

指導者

昇格
評定

昇格
評定

昇格
評定

昇格
評定
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建設キャリアアップシステムの利用状況（2025年12月末）

技能者の登録数

事業者の登録数

就業履歴数

177万人が登録

※労働力調査（R6）における建設業技能者数：300万人

30.6万社が登録

※うち一人親方は10.6万社

現場での利用は増加傾向
累積就業履歴数 24,000万突破

※12月は549万履歴を蓄積

出所：建設業振興基金データより国土交通省
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※事業者の登録数は、有効期限の更新をしなかった事業者の数を差し引いている 2



CCUS 利用拡大に向けた３か年計画（概要）
○ これまでの５年間の取組を通じて、CCUSの土台となる技能者・事業者の登録が進展。
○ 今後３年間で、改正建設業法に基づく取組と一体となって、この土台を活用した処遇改善や業務効率化の
メリット拡大を図る。

２．CCUSを活用した事務作業の効率化・省力化

３．就業履歴の蓄積と能力評価の拡大

１．経験・技能に応じた処遇改善
○「労務費の基準」に適合した労務費の確保・行き渡りと一
体となって、CCUSの技能レベルに応じた手当・賃金制度
等を普及拡大 等

3

あらゆる現場・あらゆる職種でCCUSと能力評価を実施
技能者や建設企業が実感できるCCUSのメリットを拡充

○CCUSデータを用いて安全衛生書類等の作成を効率化

○建退共の申請事務の抜本的な効率化 等

○技能者・事業者の登録拡大等、就業履歴の蓄積促進策を強化

○能力評価の対象分野の拡大など、技能者のレベル判定の促進策を強化 等

CCUSの土台となる
技能者・事業者登録の拡大
【登録拡大フェーズ】

改正建設業法と一体となった、
処遇改善・業務効率化の拡大
【メリット拡大フェーズ】

処遇確保や業務効率化の
浸透・定着

【定着発展フェーズ】

●今回の「３か年計画」の位置づけ

計画の実施状況を少なくとも年１回フォローアップするとともに、進捗状況を踏まえ必要に応じ見直し

＜令和６年７月２４日公表＞



CCUS 利用拡大に向けた３か年計画（ロードマップ）

R６年度 R７年度 R８年度～

「技能者を大切にする適
正企業」の自主宣言
制度（仮称）の創設

水準の高い取組を行う企業の
認証・インセンティブ強化

CCUSと建退共との連携完結

施工体制台帳の
提出義務合理化

自治体における取組の見える化 就業履歴蓄積状況に
応じた経審加点

都道府県・市町村への働きかけ、
直轄モデル工事推進

技能者アプリの導入
資格証携行義務への対応

CCUS登録と能力評価の
ワンストップ化

建退共のCCUS活用電子申請推進

能力評価分野の拡大（住宅建築、多能工など）

建退共掛金の積立状況の表示

経験・技能に
応じた処遇改
善

CCUSを活用
した事務作業
の効率化・省
力化

連携できるデータの
範囲の拡大（入退場データ等）

労務安全システム等との情報連携

就業履歴の蓄
積と能力評価
の拡大

元請が現場登録しない場合の
就業履歴の蓄積のあり方について検討

インセンティブ
提供

技能者を大切にする適
正企業の評価向上

技能者がアプリで、自
身の経験等のデータを
確認

CCUSの登録データを
活用した事務作業削減

就業履歴を蓄積できな
い現場の解消

能力評価を受けられな
い分野の解消

CCUSと建退共の
完全連携

技能者や建設企業
が実感できる
CCUSのメリット
を拡大

あらゆる現場・
あらゆる職種で
CCUSと能力評価
を実施

CCUSレベルに応じた
手当・賃金等

適正な労務費の
確保・行き渡り 労務費の基準の適用

技能者の処遇改善に資する退職金共済制度の検討

表明保証に関する検討・試行
「建設Gメン」による実地調査

CCUSレベルに応じた手当・賃金等の働きかけ

＜令和６年７月２４日公表＞
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１．経験・技能に応じた処遇改善

(１)「労務費の基準」に適合した労務費･賃金の支払確保
・改正建設業法に基づき、「労務費の基準」を踏まえた労務費を下請業
者まで行き渡らせ、その上で、下請業者には、CCUSの技能レベルに応
じた賃金（レベル別年収）の支払徹底を求める。これらが実効性あるも
のとなるよう、「建設Gメン」が監視。（R7-)
・そのため、まずは「労務費の基準」の作成を進めるとともに、その活
用方法についても検討を進める (R6-)
・また、標準約款に、適正な労務費・賃金支払へのコミットメントに関
する条項（いわゆる表明保証）を追加することを検討するとともに、そ
の検討に資するよう、発注者から元請に支払った労務費が技能者まで行
き渡ることを担保する契約上の取組について検討・試行（R6-7）
・さらに、「建設Gメン」が発注者、元請、下請に対して、改正建設業
法に基づく新たなルールに係る取引実態を調査開始（R6-7）
・改正建設業法による労務費の確保と行き渡りがレベル別年収に見合う
賃金支払に結びつくよう、「労務費の基準」とレベル別年収との数的関
係を整理（R6-7）
・上記のほか、「労務費の基準」とCCUSとの連携の在り方を検討

(２)CCUSレベル別年収の改定
・レベル別年収の示し方等について検討の上、令和６年３月から適用さ
れている公共工事設計労務単価が賃金として行き渡った場合に考えられ
るCCUSレベル別年収へ改定 (R6-7)

(３)CCUSレベルに応じた賃金支払の確認システムの構築
・適正な賃金支払の状況を簡便に確認するシステムの検討(R6-7)
・CCUSレベルに応じた賃金の支払状況を踏まえ、「建設Ｇメン」が労
務費の行き渡りの確認と必要な改善指導 (R7-)

(４)法定福利費の支払確保（社会保険加入の徹底）
・法定福利費についても、改正建設業法に基づく確保･行き渡りを検討
し、CCUSにより確認される社会保険加入状況に応じて、「建設Ｇメ
ン」が注文者に対して法定福利費の支払徹底を調査･指導 (R7-)

(５)CCUSレベルに応じた賃金･手当制度の倍増
・CCUSレベルに応じた賃金・手当制度への支援の検討 (R6-7)
・元請企業等によるCCUSの能力評価等を反映した手当支給の取組につ
いて、事例数を倍増することを目標に、手当制度の充実を関係業界へ
働きかけ(R6-)

(６)CCUSを活用した「技能者を大切にする適正企業」の評
価向上・受注機会拡大
・CCUSレベルに応じた賃金・手当支払い等を行う「技能者を大切にす
る適正企業」の自主的宣言制度を創設した上で、宣言した企業を国交
省HP等に掲載 (R6)
・表彰、経審での加点等のインセンティブの導入や推進目標の設定など
を検討、より水準の高い取組を行う企業の認証制度の構築 (R7-8)

(７)外国人材の適正な処遇の確保
・能力レベルに応じ日本人と同等の賃金支払を確認できるよう、特定技
能外国人が就業履歴を蓄積し、能力評価を受けるようになる方策の検
討(R6-)

(８)施工能力等の見える化評価の促進
・施工能力等の見える化評価の元請・発注者と連携した見直し及び高い
評価を受けた企業の受注機会拡大につながる方策の検討 (R6-7)

＜令和６年７月２４日公表＞
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CCUSレベル別年収の概要（令和7年12月改定）

◎建設キャリアアップシステム（CCUS）の能力評価に応じた賃金の実態を踏まえ、公共工事設計労務単価が賃金として支払われ
た場合に考えられるレベル別年収を算出。

◎レベル別年収の試算の公表を通じて、技能者の経験に応じた処遇と、若い世代がキャリアパスの見通しを持てる産業を目指す。

◎目標値と標準値の２つの水準の値を設定し、適正な賃金として目標値以上の支払いを推奨するとともに、標準値を下回る支払

い状況の事業者については、請負契約において労務費ダンピングの恐れがないか重点的に確認する。

ブロック別 （ 全 分 野 ）（年収）

• CCUSレベル別年収は、公共事業労務費調査（令和６年１０月調査）の結果をもとに、CCUSの能力評価分野・レベル別に分析して作成
•労務費調査においてレベル評価されていない標本点も経験年数と資格を基にレベルを推定 （レベル1相当：5年未満、レベル2相当：5年以上10年未満、レベル3相当：10年以上又は一級技能士、レベル4相当：登録基幹技能者）
•労務費調査の各レベルの標本において、「目標値」の値は平均以上、「標準値」の値は下位15%程度の当該ブロックの年収相当として作成。

＜試算条件＞

本資料に示す金額に法的拘束力はなく、支払いを義務付けるものではない。

レベル4(単位：万円)レベル3(単位：万円)レベル2(単位：万円)レベル1(単位：万円)

( 標準値～目標値 )( 標準値～目標値 )( 標準値～目標値 )( 標準値～目標値 )

550 ~ 719以上444 ~ 645以上420 ~ 587以上385 ~ 523以上全 国

508 ~ 665以上411 ~ 597以上388 ~ 543以上356 ~ 483以上北 海 道

588 ~ 769以上475 ~ 690以上449 ~ 628以上412 ~ 559以上東 北

588 ~ 769以上476 ~ 691以上449 ~ 628以上412 ~ 559以上関 東

559 ~ 732以上452 ~ 657以上427 ~ 597以上391 ~ 532以上北 陸

584 ~ 763以上472 ~ 685以上446 ~ 623以上408 ~ 555以上中 部

540 ~ 706以上437 ~ 634以上413 ~ 577以上378 ~ 513以上近 畿

470 ~ 615以上380 ~ 552以上359 ~ 502以上329 ~ 447以上中 国

501 ~ 656以上405 ~ 589以上383 ~ 535以上351 ~ 477以上四 国

522 ~ 683以上422 ~ 613以上399 ~ 557以上365 ~ 496以上九州・沖縄

569 ~ 744以上449 ~ 662以上443 ~ 612以上404 ~ 544以上参考①特殊作業員

483 ~ 631以上381 ~ 562以上375 ~ 519以上342 ~ 462以上参考②普通作業員
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建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度について

＜元請事業者・下請事業者・発注者＞
・生産性向上・外国人活躍・他の認定・認証制度を受けている等、各事業者
が取組を自由に記載できることとする。

〇 自主宣言制度とは、建設企業が技能者の処遇改善の取組等を宣言し、それを可視化させることで
評価を可能にすることにより、受注機会の確保等につなげることを目的とした制度。
〇 自主宣言制度は令和7年12月12日より申請受付開始

ア）労務費確保・賃金支払い等のための取組
＜元請事業者・下請事業者＞
・労務費、材料費等の内訳を明示した見積書を作成すること
・下請事業者から提出される労務費、材料費等の内訳が明示された見積書
の内容を考慮・尊重すること
・技能者の適切な処遇を確保するための取組を行うこと
・担い手の育成に取り組むこと
・国が建設工事に従事する者の適正な処遇の確保等を図るため行う調査に
協力すること。

＜発注者＞
・元請事業者から提出される労務費、材料費等の内訳が明示された見積書
の内容を考慮・尊重すること

イ）CCUS の活用
＜元請事業者＞
以下の①～③から、自社で取り組む内容を選択する（①又は②は必須。③
は技能者を雇用している場合は必須。）。
①全ての現場において、CCUS を利用する全ての技能者が就業履歴を
蓄積するよう、必要な環境整備や履歴蓄積の促進に取り組むこと。
②CCUS を利用する技能者が就業履歴を蓄積できるよう、必要な環境整
備に取り組むこと。
③雇用する全ての技能者について、詳細型の技能者登録を行うこと。

＜下請事業者＞
・雇用する全ての技能者について、詳細型の技能者登録を行うこと。

ウ）宣言企業との取引優先
＜元請事業者・下請事業者・発注者＞
・取引先の選定に当たり、宣言を行っていることを考慮すること。

必
須
項
目

任
意
項
目

自
主
宣
言
項
目

〇自主宣言項目の内容に沿った宣言内容を記載
〇宣言提出日となる「宣言日」を記載
〇宣言内容をいつから取り組むかの「取組開始日」を記載し提出
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２．「共通のデータ基盤」としてのCCUSを活用した事務作業の効率化・省力化

(４)技能者のCCUS登録情報の確認の簡素化
（スマホアプリ上での確認等）

・技能者向けのスマホアプリ開発により、就業履歴、資格、建退
共掛金の積立状況等を手元で確認できるよう対応 (R6-7)

・CCUSに資格者証情報を登録した技能者が、紙の資格者証の携
行が不要となるよう対応 (R7-)

(５)CCUSと建退共との連携完結による事務の効率化
・CCUSからワンタッチで建退共の就労実績登録を可能とすること
で、元請・下請における建退共事務を簡素化 (R7)

・CCUSと連携した電子申請方式の普及を公共発注者に対して働き
かけ(R6-)

・技能者の処遇改善に資する退職金共済制度のあり方を検討(R6-)

(６)適正な一人親方の確認の効率化
・CCUS上で経験等が十分でない一人親方を確認できる機能を追加
し、適正な一人親方の確認事務を効率化 (R6-)

(７)現場管理への活用事例の横展開
・CCUSを活用した現場管理等の効率化について、個社の取組
事例を収集し、業界団体等と連携して横展開 (R6-)

(１)労務安全システムとの情報連携による事務の効率化

・CCUS登録情報を労務安全システム側で利用可能とし、データ入
力作業等や安全書類（各種帳票等）の作成を効率化 (R6)

・技能者を雇用する下請業者がCCUSに集約された入退場データを
活用して技能者ごとの出面管理ができるよう、労務安全システム
との連携を推進 (R6-7)

・その上で、業界団体等から事務作業の課題を聴取し、さらなる効
率化のための取組を検討・実施 (R6-)

(２)施工体制台帳の作成･提出義務の合理化
・公共発注者への施工体制台帳提出を要しない場合として、CCUS
と連動させて台帳記載事項が閲覧できる場合を位置づけ、広く公
共発注者に施工体制台帳の電子閲覧の導入を働きかけ (R6-)

・民間工事についても、発注者からの求めに応じて台帳を閲覧させ
る方法として、「CCUSと連動させて台帳記載事項を閲覧させる
方法」を奨励 (R6-)

(３)CCUSを活用した現場管理作業の効率化

・特定建設業者及び公共工事受注者によるCCUS活用を強力に推進
するため、改正建設業法に基づくICT指針に、CCUSを活用した現
場管理作業の効率化を位置づけ (R6)

＜令和６年７月２４日公表＞
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建退共とＣＣＵＳのさらなる連携について（電子ポイント方式）

CCUS利用拡大に向けた３か年計画（ロードマップ（建退共部分抜粋））

2025年（令和７年）
10月から新システムを

供用開始

（勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業本部 作成資料より一部修正）

退職金ポイント充当

建退共
電子申請サイト

元
請

元請が退職金ポイントを購入

毎月実施

技能労働者

CCUS

技能労働者

自動連携就労実績
データ

CCUSで１回設定すれば
あとは自動連携！

元請・一次下請がエラー
チェック・元請が承認

電子申請の再構築
（イメージ）

電子申請の再構築
（イメージ）

○ 元請事業者がCCUS画面で自動連携の設定をしておくことにより、就業履歴情報等が毎月自動で建退共電子申請

サイトに連携されるようになります。

（2025年10月から供用開始）
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３．CCUSによる就業履歴の蓄積と能力評価の拡大
(１)カードリーダー等がないために就業履歴を
蓄積できない現場の解消

・カードリーダーの無償貸与、就業履歴蓄積環境の整備に対する経審加
点等の支援の継続 (R6-)
・建設業者団体と連携し、安価なカードリーダーや電話発信、iPhone
のカードリーダー機能での就業履歴登録等、小規模現場向けの就業履
歴蓄積方法の周知を強化 (R6-)
・元請が現場登録しない場合の就業履歴の蓄積のあり方について検討

(R6-8)
(２)公共工事・民間工事における就業履歴蓄積の推進
（i）公共発注者に対する働きかけ強化
・受注者のCCUS登録や就業履歴の蓄積を促すための取組が拡大するよ
う、地方自治体に働きかけるとともに、取組状況を「見える化」(R6-)

・自治体工事でもカードリーダー設置費用、現場利用料が費用計上され
るよう、直轄モデル工事における積算上の取り扱い等を例に導入を働
きかけ(R6-)
・就業履歴の蓄積状況に応じた経審加点制度の創設を検討 (R6-7)

・地域の理解を踏まえた直轄Cランクのモデル工事を引き続き推進(R6-)

（ii）民間工事発注者への周知啓発
・CCUSを活用することで民間発注者に生じる具体的なメリットをわか
りやすく整理して周知徹底(R6-)

(３)技能者・事業者登録に係る事務負担の軽減
・CCUS認定アドバイザー、CCUS登録行政書士のわかりやすい紹介資
料を作成し、周知 (R6-)

(４)能力評価の拡充
（i）能力評価の負担軽減
・CCUS登録と能力評価のレベル判定のワンストップ化するとともに手数
料も減額 (R6)

・能力評価手数料に対する助成制度についてわかりやすく周知し、制度
活用を促進 (R6-)
（ii）評価基準の策定･充実
・今後３年間で、原則すべての技能者が能力評価基準の対象となるよう
取り組むこととし、専門工事業団体が行う基準案の策定を支援（調査検
討費の助成等）(R6-8)

・工事の繁閑がある場合でも技能者の稼働率を維持可能とし、人材不足
にも対応できるよう、「多能工」に係る評価基準を作成する場合の統一
ルールを策定。各専門工事業団体のニーズに応じ、「多能工」に係る能
力評価の基準づくりを支援。(R6-)

・各専門工事業の実態に応じてより的確に能力評価を行うことを可能と
するため、現行の４段階の細分化や製造・加工現場で従事する技能者の
扱い等について検討し、ガイドラインを見直し (R6-)

・住宅建築分野における能力評価基準の策定 (R6-7)

(５)技能者自身で能力評価申請ができる環境の構築
・技能者自身が所属会社に頼らずに資格情報等の更新や能力評価の申請
等を行えるアプリ等を開発 (R7-)

(６)求人情報サイト等を活用した能力評価の促進
・ﾊﾛｰﾜｰｸ、求人・求職情報サイト掲載時にCCUSの技能レベルを記載でき
るよう関係機関に働きかけ (R6-)

＜令和６年７月２４日公表＞
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ＣＣＵＳ技能者登録と能力評価手続のワンストップ化

○CCUSへ新規に技能者登録を申請する際、同時に能力評価申請を行うことを可能とし、
１回の申請で能力評価結果を反映したカードを発行

○カード発行が１回になり、その分の費用（１，０００円）も軽減 【２０２５年３月供用開始】

これまでの申請方法 これからできる申請方法

能力評価実施団体

技能者登録申請

白カード発行

能力評価申請

色つきカード発行

能力評価実施団体

技能者登録
申請

能力評価
申請

色つきカード発行

白カード
発行後・・・

連携

※能力評価申請は経歴証明の利用が前提となるため、所属事業者等による
代行申請に限る。

評価結果
登録
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能力評価申請に係る評価手数料の全額支援
CCUS運営主体：（一財）建設業振興基金の取組
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技能者の能力評価は、国土交通大臣が認定した４９分野の能力評価基準に基づき、

それぞれの分野の能力評価実施団体により実施

能力評価基準の策定状況

これに加えて、現在、10以上の専門工事業団体から、個別に能力評価基準の策定、
又はその前段階となる「登録基幹技能者」の登録に係る相談を受付

能力評価実施団体評価分野能力評価実施団体評価分野
（一社）日本冷凍空調設備工業連合会冷凍空調（一社）日本電設工業協会電気工事
（一社）日本運動施設建設業協会運動施設（一社）日本橋梁建設協会橋梁
（一社）全国基礎工事業団体連合会基礎ぐい工事（一社）日本造園建設業協会造園
（一社）日本基礎建設協会（一社）日本造園組合連合会
（一社）日本タイル煉瓦工事工業会タイル張り（一社）全国コンクリート圧送事業団体連合会コンクリート圧送
（一社）全国道路標識標示業協会道路標識・路面標示（一社）全国防水工事業協会防水
（一社）消防施設工事協会消防施設（一社）日本トンネル専門工事業協会トンネル
全国建設労働組合総連合

建築大工

（一社）日本塗装工業会建設塗装
（一社）ＪＢＮ・全国工務店協会（一社）日本左官業組合連合会左官
（一社）全国住宅産業地域活性化協議会（一社）日本機械土工協会機械土工
（一社）日本ログハウス協会（一社）日本海上起重技術協会海上起重
（一社）プレハブ建築協会（一社）プレストレスト・コンクリート工事業協会ＰＣ
全国板硝子工事協同組合連合会

硝子
（公社）全国鉄筋工事業協会鉄筋

全国板硝子商工協同組合連合会全国圧接業協同組合連合会圧接
（一社）ＡＬＣ協会ＡＬＣ（一社）日本型枠工事業協会型枠
（一社）日本機械土工協会土工（一社）日本空調衛生工事業協会

配管 （一社）日本ウレタン断熱協会ウレタン断熱（一社）日本配管工事業団体連合会
（一社）日本発破・破砕協会発破・破砕全国管工事業協同組合連合会
（一社）全国建築測量協会建築測量（一社）日本建設躯体工事業団体連合会とび （一社）全国圧入協会圧入（一社）日本鳶工業連合会
（一社）全国さく井協会さく井ダイヤモンド工事業協同組合切断穿孔
（公社）全国解体工事業団体連合会解体（一社）全国建設室内工事業協会

内装仕上工事 （一社）日本計装工業会計装工事日本建設インテリア事業協同組合連合会
（一社）全国建設発生土リサイクル協会土質改良日本室内装飾事業協同組合連合会
日本圧気技術協会潜函（一社）日本サッシ協会サッシ・カーテンウォール （一社）ＪＢＮ・全国工務店協会

住宅建築関連
（一社）建築開口部協会

全国建設労働組合総連合（公社）日本エクステリア建設業協会エクステリア
（一社）全国住宅産業地域活性化協議会（一社）日本建築板金協会建築板金
全国建築石材工業会石材施工日本外壁仕上業協同組合連合会外壁仕上
（一社）斜面防災対策技術協会斜面防災（一社）全国ダクト工業団体連合会ダクト （一社）全国特定法面保護協会道路等法面保護工事（一社）日本空調衛生工事業協会
（公社）日本推進技術協会都市トンネル（一社）日本保温保冷工業協会保温保冷

（一社）日本グラウト協会グラウト
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